
 

令和３年度墨田区議会定例会２月議会提出予定案件 

 

〈予算〉 

 １ 令和３年度墨田区一般会計補正予算 

２ 令和３年度墨田区国民健康保険特別会計補正予算 

 ３ 令和３年度墨田区介護保険特別会計補正予算 

 ４ 令和４年度墨田区一般会計予算 

 ５ 令和４年度墨田区国民健康保険特別会計予算 

 ６ 令和４年度墨田区介護保険特別会計予算 

 ７ 令和４年度墨田区後期高齢者医療特別会計予算 

 

〈条例〉 

 １ 墨田区附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

 ２ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

 ３ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 ４ 墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例の一部を改正する条例 

 ５ 墨田区私道整備助成条例の一部を改正する条例 

 ６ 墨田区道における道路構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例 

 ７ 墨田区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 ８ 墨田区立公園条例の一部を改正する条例 

 ９ 墨田区立校外学園条例を廃止する条例 

 10 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

  

〈契約〉 

 １ 財産の取得の一部変更について 

 

〈その他〉 

 １ 墨田区亀沢保育園の指定管理者の指定について 
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令和３年度墨田区議会定例会２月議会提出予定案件概要 

 

〈条例〉 

 １ 墨田区附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑴ 改正理由及び内容 

    墨田区人権啓発基本計画の改定が完了することに伴い、墨田区人権啓発基本

計画改定検討委員会を廃止する。 

  ⑵ 施行期日 

    本年４月１日 

 

 ２ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑴ 改正理由及び内容 

    第３２回オリンピック競技大会（２０２０／東京）及び東京２０２０パラリ

ンピック競技大会の終了に伴い、職員の派遣先団体から公益財団法人東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を除く。  

  ⑵ 施行期日 

    本年４月１日 

 

 ３ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑴ 改正理由及び内容 

特別区人事委員会からの意見等を踏まえ、職員が勤務しないことが相当であ

る場合における休暇として任命権者が承認する休暇に不妊治療のための休暇を

新たに加える。 

 ⑵ 施行期日 

   本年４月１日 

 

４ 墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例の一部を改正する条例 

  ⑴ 改正理由 

 木造住宅の耐震化の一層の促進を図るため、耐震改修工事の助成対象区域及 

び耐震装置設置の助成対象住宅の拡大並びに高齢者等が居住する住宅等の耐震

改修工事に係る助成率の引上げを行うとともに、簡易改修工事の助成を廃止す

るほか、所要の改正をする。 

 ⑵ 内容、施行期日等 

   別紙１のとおり 

 

５ 墨田区私道整備助成条例の一部を改正する条例 

 ⑴ 改正理由及び内容 

 一般交通の用に供されている私道における良好な交通環境の確保を図るため、 

車両の通行に支障となっている電柱の移設に係る費用を助成金の交付対象に新
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たに加えるほか、所要の規定整備をする。 

 ⑵ 施行期日 

   本年４月１日 

 

６ 墨田区道における道路構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑴ 改正理由及び内容 

 道路法の一部改正（2.5.27 公布、2.11.25 一部施行）及び道路構造令の一部

改正（2.11.20 公布、2.11.25 施行）に伴い、交通安全施設に自動運行補助施 

設を加えるとともに、歩行者利便増進道路に係る構造基準を新たに設ける。 

 ⑵ 施行期日 

   公布の日 

 

７ 墨田区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 ⑴ 改正理由 

 固定資産税に係る固定資産の評価替え（令和３年度）に伴い、道路占用料を 

改定する。 

  ⑵ 内容及び施行期日 

    別紙２のとおり 

 

８ 墨田区立公園条例の一部を改正する条例 

 ⑴ 改正理由 

 固定資産税に係る固定資産の評価替え（令和３年度）等に伴い、公園の土地 

等の使用料等の上限額を改定するとともに、墨田区立隅田公園における事業又 

は営業活動を伴う占用に係る占用料を定めるほか、所要の改正をする。 

 ⑵ 内容及び施行期日 

   別紙３のとおり 

 

９ 墨田区立校外学園条例を廃止する条例 

  ⑴ 廃止理由及び内容 

    学習内容充実の必要性、緊急医療の対策、安全性の確保、効率的な運営等を

検討した結果、校外学習施設としての役割を終えたと判断したため、墨田区立

あわの自然学園を廃止する。  

 ⑵ 施行期日 

    本年４月１日 

 

 10 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑴ 改正理由及び内容 

    特別区人事委員会からの意見等を踏まえ、幼稚園教育職員が勤務しないこと

が相当である場合における休暇として教育委員会が承認する休暇に不妊治療の
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ための休暇を新たに加える。 

  ⑵ 施行期日 

    本年４月１日 

 

〈契約〉 

１ 財産の取得の一部変更について 

  ⑴ 変更理由 墨田中学校外６校の武道場に係る空調機の賃貸借契約においては、 

契約の相手方が東京都から空調機設置に係る補助金の交付を受けた

場合には契約金額を減額することとしていたが、当該補助金が交付

されたため、契約金額を変更する。 

  ⑵ 契約金額 月額 変更前 １３９万１，７２０円 

            変更後 ７１万２，５４７円（令和４年４月分は、端数調

整のため７１万２，４４２円） 

            差 額 ６７万９，１７３円 

         総額 変更前 １億６，７００万６，４００円 

            変更後 ８，８９０万１，４００円 

            差 額 ７，８１０万５，０００円 

 

〈その他〉 

 １ 墨田区亀沢保育園の指定管理者の指定について 

   地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、墨田区亀沢保育園の指定管理

者を次のとおり指定する。 

  ⑴ 施設の名称 墨田区亀沢保育園 

  ⑵ 指定管理者 社会福祉法人清心福祉会 

  ⑶ 指 定 期 間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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【別紙１】 
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墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例の一部を改正する条例概要 

 

１ 助成対象区分及び助成率 

種別 助成対象 区分 
助成率 

現行 令和４年４月１日（案） 令和４年１０月１日（案）  

簡
易
改
修
工
事
等
（
区
内
全
域
） 

耐震改修

計画作成等 

 
１／２ 同左 

廃止 
簡易改修 

工  事 

一般の場合 １／３ 同左 

 緊急対応地区の場合 １／２ 同左 

 指定道路沿道の場合 ３／４ 同左 

高齢者等が居住する場合 ２／３ 同左 

 緊急対応地区の場合 ２／３ 同左 

 指定道路沿道の場合 ５／６ 同左 

福祉住宅改修助成事業併用の場合 ５／６ 同左 

民間木造賃貸住宅改修支援事業併用の場合 ２／３ 同左 

耐震装置 

設  置 

高齢者等が居住する場合 ９／１０ 同左 同左 

一般の場合  ９／１０ 同左 

耐
震
改
修
工
事
等
（
緊
急
対
応
地
区
内
） 

耐震改修

計画作成等 

 
１０／１０ 同左 同左 

耐震改修 

工  事 

一般の場合 １／２ 同左 同左 

 指定道路沿道の場合 ３／４ 同左 同左 

高齢者等が居住する場合 ２／３ ５／６ 同左 

 指定道路沿道の場合 ５／６ 同左 同左 

福祉住宅改修助成事業併用の場合 ５／６ 同左 同左 

民間木造賃貸住宅改修支援事業併用の場合 ２／３ ５／６ 同左 

除  却 除却工事の場合 １／２ 同左 同左 

耐
震
改
修
工
事
（
緊
急
対
応
地
区
外
）

耐震改修

計画作成等 

 

 

１０／１０ 同左 

耐震改修 

工  事 

一般の場合 １／２ 同左 

高齢者等が居住する場合 ５／６ 同左 

福祉住宅改修助成事業併用の場合 ５／６ 同左 

民間木造賃貸住宅改修支援事業併用の場合 ５／６ 同左 

２ 施行期日 

  本年４月１日（一部の改正規定については、同年１０月１日） 

３ その他 

  本条例の改正に伴い、付則で「墨田区コミュニティ住宅条例」の一部を改正する。 
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【別紙２】 
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墨田区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例概要 

 

１ 占用料の改定 

  固定資産税に係る固定資産の評価替え（令和３年度）に伴い、道路占用料を次のよう

に改定する。 

占   用   物   件 単   位 現 行 改正案 

法第３２条第
１項第１号に
掲げる工作物 

第１種電柱 

１本につき １年 

7,970円 9,350円 

第２種電柱 12,200円 14,300円 

第３種電柱 16,500円 19,300円 

第１種電話柱 6,440円 7,720円 

第２種電話柱 10,400円 12,400円 

第３種電話柱 14,200円 17,000円 

その他の柱類 710円 830円 

共架電線その他上空に設ける線類 
長さ１ｍにつき １年 

71円 83円 

地下に設ける電線その他の線類 42円 50円 

路上に設ける変圧器 １個につき １年 6,980円 8,180円 

地下に設ける変圧器 占用面積１㎡につき １年 4,270円 5,010円 

変圧塔その他これに類するもの及び
公衆電話所 

１個につき １年 14,200円 16,700円 

広告塔 表示面積１㎡につき １年 20,300円 23,400円 

その他のもの 占用面積１㎡につき １年 14,200円 16,700円 

法第３２条第
１項第２号に
掲げる物件 

外径が0.04ｍ未満のもの 

長さ１ｍにつき １年 

160円 190円 

外径が0.04ｍ以上0.07ｍ未満のもの 290円 340円 

外径が0.07ｍ以上0.1ｍ未満のもの 420円 500円 

外径が0.1ｍ以上0.15ｍ未満のもの 640円 750円 

外径が0.15ｍ以上0.2ｍ未満のもの 850円 1,000円 

外径が0.2ｍ以上0.3ｍ未満のもの 1,280円 1,500円 

外径が0.3ｍ以上0.4ｍ未満のもの 1,700円 2,000円 

外径が0.4ｍ以上0.7ｍ未満のもの 2,990円 3,500円 

外径が0.7ｍ以上1.0ｍ未満のもの 4,270円 5,010円 

外径が1.0ｍ以上のもの 8,540円 10,000円 

法第３２条第１項第３号に掲げる施設 占用面積１㎡につき １年 12,400円 14,800円 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 占用面積１㎡につき １年 14,200円 16,700円 

法第３２条第
１項第５号に
掲げる施設 

地下街及び
地下室 

階数が１のもの 

占用面積１㎡につき １年 

Ａ×0.004 

現行どおり 階数が２のもの Ａ×0.006 

階数が３以上のもの Ａ×0.007 

上空に設ける通路 10,100円 11,700円 

地下に設ける通路 6,100円 7,020円 

その他のもの 9,060円 10,400円 

法第３２条第
１項第６号に
掲げる施設 

祭礼、縁日等に際し、一時的に設け
るもの 

占用面積１㎡につき １日 200円 230円 

商品置場その他これに類するもの 占用面積１㎡につき １年 20,300円 23,400円 

令第７条第１
号に掲げる物
件 

看板(アーチ式であるものを除く。) 表示面積１㎡につき １年 20,300円 23,400円 

標識 １本につき １年 11,300円 13,300円 

旗ざお及び幕 

祭礼、縁日等に際し、
一時的に設けるもの 

その面積１㎡又は１本につ
き １日 

200円 230円 

その他のもの 
その面積１㎡又は１本につ
き １年 

20,300円 23,400円 

アーチ式工作
物 

車道を横断するもの 
１基につき １年 

203,300円 234,000円 

その他のもの 101,600円 117,000円 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１㎡につき １年 14,200円 16,700円 



 

 

        

令第７条第３号に掲げる施設 占用面積１㎡につき １年 Ａ×0.024 現行どおり 

令第７条第４
号に掲げる工
事用施設及び
同条第５号に
掲げる工事用
材料置場 

板囲、足場その他の工事用施設及び
工事用材料置場 

占用面積１㎡につき １年 

20,300円 23,400円 

危険防止施設 7,200円 8,640円 

詰所 20,300円 23,400円 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条第７号
に掲げる仮設収容施設 

占用面積１㎡につき １年 14,200円 16,700円 

令第７条第８
号に掲げる施
設（高速自動
車国道及び自
動車専用道路
以外の道路に
係るものを除
く。） 

上空、トンネ
ルの上又は高
架の道路の路
面下（当該路
面下の地下を
除く。）に設
けるもの 

階数が１のもの 

占用面積１㎡につき １年 

Ａ×0.006 

現行どおり 

階数が２のもの Ａ×0.008 

階数が３のもの Ａ×0.011 

階数が４以上のもの Ａ×0.012 

地下（トンネ
ルの上の地下
を除く。）に
設けるもの 

階数が１のもの Ａ×0.004 

階数が２のもの Ａ×0.006 

階数が３以上のもの Ａ×0.007 

その他のもの Ａ×0.024 

令第７条第９
号に掲げる施
設並びに同条
第１０号に掲
げる施設及び
自動車駐車場
（同号ロに掲
げる道路に係 
る も の を 除 
く。） 

建築物 

階数が１のもの 

占用面積１㎡につき １年 

Ａ×0.006 

現行どおり 

階数が２のもの Ａ×0.008 

階数が３のもの Ａ×0.011 

階数が４以上のもの Ａ×0.012 

その他のもの Ａ×0.006 

令第７条第１
１号に掲げる
応急仮設建築
物 

上空、トンネ
ルの上又は高
架の道路の路
面下に設ける
もの 

階数が１のもの 

占用面積１㎡につき １年 

Ａ×0.006 

現行どおり 

階数が２のもの Ａ×0.008 

階数が３のもの Ａ×0.011 

階数が４以上のもの Ａ×0.012 

その他のもの Ａ×0.024 

令第７条第１２号に掲げる器具 占用面積１㎡につき １年 Ａ×0.024 現行どおり 

令第７条第１
３号に掲げる
施設 

上空、トンネル

の上又は高速自

動車国道若しく

は自動車専用道

路（高架のもの

に限る。）の路

面下に設けるも

の 

階数が１のもの 

占用面積１㎡につき １年 

Ａ×0.006 

現行どおり 

階数が２のもの Ａ×0.008 

階数が３のもの Ａ×0.011 

階数が４以上のもの Ａ×0.012 

その他のもの Ａ×0.024 

※ 「法」は道路法を、「令」は道路法施行令をいう。 

※ Ａは、近傍類似の土地の時価を表す。 
 

２ 施行期日 

  本年４月１日 
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墨田区立公園条例の一部を改正する条例概要

 

１ 公園の土地等の使用料等の上限額の改定及び公園施設の廃止 

  固定資産税に係る固定資産の評価替え（令和３年度）等に伴い、公園の土地及び

付属設備の使用料並びに公園の占用料の上限額を次のように改定するほか、公園

施設を廃止する。 

 ⑴ 土地及び公園施設の使用料 

種  別 単  位 
金   額 

現 行 改正案 

土地 ㎡／月 １，６９３円 ２，０３１円 

公園施設 か所／月 １４，０００円 〔削除〕 

 ⑵ 付属設備の使用料 

種  別 単  位 
金   額 

現 行 改正案 

付属設備 
１時間 ７０円 ９０円 

１日 １００円 現行どおり 

 ⑶ 公園の占用料 

種  別 単 位 金   額 
現 行 改正案 

電柱、標識 本／月 １，５８３円 １，８５６円 

水道管、下水管、ガス管、電線 ｍ／月 ７０３円 ８２５円 

鉄塔 ㎡／月 １，１７３円 １，３７５円 

変圧塔、マンホール類 か所／月 １，１７３円 １，３７５円 

郵便差出箱、信書便差出箱 か所／月 ４６９円 ５５０円 

公衆電話所 か所／月 １，１７３円 １，３７５円 

地下の占用物件 
地上露出部分 

㎡／月 
８６５円 １，０３８円 

地下部分 ３５１円 ４１２円 

高架の占用物件 ㎡／月 ５８６円 ６８７円 

天体、気象又は土地の観測施設 ㎡／月 ９８７円 １，１８４円 

写真撮影のための常時占用 台／月 ９，３６０円 １０，８００円 

写真撮影のための臨時的な占用 １回 
(１時間以内) 

１４，６２５円 １６，８７５円 

その他の占用 ㎡／日 ３９円 ４５円 
 
２ 事業又は営業活動を伴う占用に係る占用料の設定 

  墨田区立隅田公園における占用行為の公平性確保と日常の賑わい創出の両立を図

るため、事業又は営業活動を伴う占用に係る占用料を定める。 

種  別 単  位 金   額 
    
墨田区立隅田公園（区⻑が別に
指定する区域内に限る。）にお ㎡ 

午前６時から午前１０
時まで 

２３円 
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ける事業又は営業活動を伴う占
用 

午前１０時から午後４
時まで 

３４円 
  
午後４時から午後１０
時まで 

３４円 
    

 

３ 施行期日 

  本年４月１日（一部の改正規定については、公布の日） 


